
特定医療費（指定難病）受給者証

更新（継続）手続きのご案内

令和７年度

●７月１４日以降の申請は、通常どおり商工会館４階 健康推進課 窓口にて受付いたします。

受付日
受付時間
（午前）

特設会場名
受付時間
（午後）

特設会場名

６月２４日（火）

９:00～12:00 商工会館５階大ホール 13:30～17:00 商工会館５階大ホール６月２５日（水）

６月２６日（木）

６月２７日（金）
特設会場は開設しておりません

６月３０日（月）

７月 １日（火）
相談会あり(裏面参照)

９:00～12:00 商工会館５階大ホール 13:30～17:00 商工会館５階大ホール

７月 ２日（水）

７月 ３日（木） ９:00～12:00 商工会館５階大ホール 13:30～1９:00 商工会館５階大ホール

７月 ４日（金） ９:00～11:00
三潴総合支所
２０５会議室

13:30～15:３0
城島総合支所
４０１会議室

７月 ７日（月） ９:00～12:00 商工会館５階大ホール 13:30～17:00 商工会館５階大ホール

７月 ８日（火） ９:00～11:00
コスモすまいる北野

会議室
13:30～15:３0

田主丸総合支所
多目的室

７月 ９日（水） 特設会場は開設しておりません

７月１０日（木） ９:00～12:00 商工会館５階大ホール 13:30～1９:00 商工会館５階大ホール

■特設会場のご案内（10月末までに新しい受給者証の受け取りを希望される方）

●今年度から、更新申請の方は原則、特設会場で受付するように変更します。

●受給者番号による日程の割り振りは廃止しました。

下記日程でのお手続きにご協力ください。

※ご予約は不要です。

※この期間は受付時間が午前は9:00～、午後は13:３0～です。開始時間に注意ください。

※例年、待ち時間が長くなっております。特に午前中は混み合いますので、お時間に余裕をもっ

てお越しください。



■お手持ちの受給者証（黄色）の記載内容を変更する場合

✂キリトリ✂

〒830-0022

久留米市城南町15-５ 久留米商工会館4階

久留米市保健所 健康推進課 難病チーム 行

（指定難病更新申請書類在中）

下記のいずれかの書類をご準備ください。
①有効期間内の医療保険証（健康保険証）の写し
②資格情報のお知らせの写し
※ 「保険者名」「記号番号（枝番を含む）」「被保険者氏名」が全て確認できるものに限る。

③資格確認書の写し
④マイナポータルからダウンロードした資格情報を印刷したもの
※マイナポータルアプリのインストールが必要です。
デジタル庁 マイナポータル「操作マニュアル」
https://img.myna.go.jp/manual/sitemap.html

あてさき

① 住所・氏名・医療保険(健康保険証)に変更がある方
（手書き修正をしますので、必ず受給者証原本を持って来場してください）
※更新申請と同時に手続き可能です。
※市外へ転居された方は、転居先での手続きになります。

② 自己負担上限額の減額がある（見込まれる）方
※自己負担の減額は、申請月の翌月から適用されますので、お早めのお手続きをお勧め
します。

問い合わせ先

久留米市保健所 健康推進課 難病チーム

TEL 0942-30-9729

FAX 0942-30-9833

平日8:30～17:15（祝日・年末年始を除く）

■注意事項（マイナ保険証をご利用の方へ）

保健所では、マイナンバーカードによって医療保険の情報を確認することはできません。
このため、大変お手数ですが、提出の対象となる方全員分について、資格情報が分かるもの
の写しをご提出ください。

①左下「あてさき」を切り取り、封筒に貼ってください

②書類の追跡可能な簡易書留・配達記録・レターパックで送ってください

【注意事項】
※受給者証・保険証・マイナンバーカード・領収書等は原本ではなく写しをお入れください。
※日中に必ず連絡が取れる電話番号を申請書にご記入ください。

③手続き完了の連絡が必要な方は必ず返信用ハガキ（切手を貼ったもの）を同封してください

■郵送申請について

難病に関する出張相談会の開催について

福岡県難病相談支援センターの難病相談支援員が療養生活や仕事のことなどの相談に対応します。

日時：令和７年７月１日(火)10:00～16:00
（1組45分程度 事前予約 先着順）

場所：商工会館４階 相談室１

＜お知らせ＞

＜予約方法＞
電話もしくは二次元コードから
TEL 092-643-8292


